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（
文
教
科
学
委
員
会
）

平
成
十
四
年
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
サ
ッ
カ
ー
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
五
号

（
衆

）

議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
平
成
十
四
年
に
開
催
さ
れ
る
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
サ
ッ
カ
ー
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、

税
制
上
の
特
例
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
所
得
税
等
の
非
課
税

１

大
会
を
主
催
す
る
国
際
サ
ッ
カ
ー
連
盟
（
以
下
「
連
盟
」
と
い
う

）
か
ら
大
会
参
加
資
格
認
定
証
を
交
付
さ
れ
た
者

。

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
（
所
得
税
法
に
規
定
す
る
非
居
住
者
に
限
る

）
が
、
大
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
業
務
に
従
事

。

す
る
こ
と
に
基
因
し
て
連
盟
か
ら
支
払
を
受
け
る
給
与
そ
の
他
人
的
役
務
の
提
供
に
対
す
る
報
酬
に
つ
い
て
は
、
所
得
税

を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

①

連
盟
の
役
員
及
び
職
員
並
び
に
連
盟
に
置
か
れ
る
委
員
会
の
委
員

②

大
会
の
試
合
の
審
判
員

③

①
及
び
②
の
ほ
か
、
大
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
業
務
に
従
事
す
る
者
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２

外
国
サ
ッ
カ
ー
協
会
が
、
大
会
に
選
手
団
を
派
遣
す
る
こ
と
に
対
し
て
連
盟
か
ら
支
払
を
受
け
る
対
価
に
つ
い
て
は
、

所
得
税
及
び
法
人
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

外
国
サ
ッ
カ
ー
協
会
に
対
し
て
は
、
大
会
開
催
期
間
を
含
む
事
業
年
度
分
の
道
府
県
民
税
（
道
府
県
民
税
た
る
都
民
税

を
含
む

）
又
は
市
町
村
民
税
（
市
町
村
民
税
た
る
都
民
税
を
含
む

）
の
均
等
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

。

。

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
外
国
サ
ッ
カ
ー
協
会
が
大
会
開
催
期
間
を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
大
会
へ
の
選
手
団
の
派
遣
に

係
る
事
業
以
外
の
事
業
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

外
国
サ
ッ
カ
ー
協
会
が
、
大
会
に
選
手
団
を
派
遣
す
る
こ
と
に
対
し
て
連
盟
か
ら
支
払
を
受
け
る
対
価
に
つ
い
て
は
、

事
業
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

外
国
サ
ッ
カ
ー
協
会
が
大
会
開
催
期
間
を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
行
う
事
業
の
う
ち
大
会
へ
の
選
手
団
の
派
遣
に
係

る
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
に
係
る
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


